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報告① 市川市教育振興大綱の策定の背景・基本的な考え方
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第２期教育振興基本計画
５年 （Ｈ２６～Ｈ３０)

第３期教育振興基本計画
５年 （H3１～R５)

第４期教育振興基本計画
５年 （Ｒ６～R１０)

H２１

第１期教育振興基本計画
５年 （Ｈ２１～Ｈ２５)

教育振興大綱①
３年半 （H２７．１０～H３０）

教育振興大綱②
４年 （H３１～Ｒ４）

教育振興大綱③（案）
４年 （Ｒ５～Ｒ８）

第二次基本計画
１０年 （H２３～R２）

重点推進
プログラム

（R２）

第三次基本計画
３年 (R５～R７)

基本構想
おおむね２５年 （H１３～R７)

次期総合計画
期間未定 （Ｒ７～

３．各計画の期間

２．基本的な考え方

○H２７.４月 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

１．背景・対象期間

○市川市教育振興大綱（以下、大綱）
は、本市の教育振興施策について、
その目標や施策の根本となる方針を
定めるもの。

○現在策定中の市川市総合計画第三
次基本計画及び、現大綱を尊重し策
定された市川市教育振興基本計画と
整合性を図りながら、本市が講ずべき
施策の目標を大綱として定めるもの。

第一次基本計画
１０年(H１３～H２２)

第一次実施計画
３年（H２３～H２５）

第二次実施計画
３年（H２６～H２８）

第三次実施計画
３年（H２９～R１）

重点推進
プログラム

（R３）

重点推進
プログラム

（R４）
実施計画

３年（R５～R７）
第三次実施計画
３年（H２０～H２２）

地域の実情に応じ、教育、学術、文化の振興に関する総合的な施策についての目標や
その施策の根本となる方針を定める大綱の策定が、地方公共団体の長に義務付けられた。

○H27.１０月 市川市教育振興大綱の策定 （H２７～H３０年度）
○H３1.１月 市川市教育振興大綱の策定 （H３１～R４年度）

令和４年度
に策定

市長 教育委員会

総合計画 教育振興大綱 教育振興基本計画

■市川市第三次基本計画 （R５～R７年度）
時代の潮流や本市の現状、第二次基本計画の評価、そこから見える本市の重点

課題などを踏まえ、総合計画を補完するとともに、基本構想のもと進めてきた本
市のまちづくりを総括し、次期総合計画につなげるものとして、現在策定中。

＜本市の重点課題＞
○子育て世代の定住促進と出生率向上
○医療・福祉ニーズの増加に備えた健康寿命の延伸
○多様性を意識した施策展開 ○激甚化する災害・感染症の対応
○地域経済の活性化 ○カーボンニュートラルの実現
○地域コミュニティの再構築
○デジタル化による生活の利便性向上

■第３期市川市教育振興基本計画
（H31～R5年度）

＜基本理念＞ 人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育

＜基本的な考え方＞
１．多様な人との関わりを大切にして、個人の自立を促すととも
に、社会の一員としての自覚を養う教育を進めます

２．一人一人が、主体的に学び、個性を伸ばし可能性を広げるこ
とのできる教育を進めます

３．学びや育ちの連続性と社会との連携を強化し、豊かな人間
性を育む教育を進めます

策定中
現行
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